
平成27年度 男女共同参画事業 実施報告            資料５ 
 

 

１．羽曳野市男女共同参画推進本部（本部、幹事会議各３回開催） 

 ○第１回本部会議（平成27年７月２日開催）及び幹事会議（平成27年６月29日開催） 

  内 容：１．羽曳野市男女共同参画推進プラン －第３期 はびきのピーチプラン－ 

        の策定について 

       (１)契約業者について 

       (２)スケジュールについて 

       (３)市民意識調査について 

      ２．羽曳野市男女共同参画推進プラン －第２期 はびきのピーチプラン－ 

        平成26年度推進状況調査について（調査依頼） 

      ３．人権推進課男女共同参画事業について 

       (１)平成26年度実施報告 

       (２)平成27年度実施計画 

      ４．その他 

       (１)「羽曳野市男女共同参画推進本部設置要綱」の改正内容について 

       (２)「男女共同参画週間」について（６月23日～29日） 

         平成27年度のキャッチフレーズ 

         「地域力×（かける）女性力＝（いこーる）無限大の未来」 

 

 ○第２回本部会議（平成27年11月19日開催）及び幹事会議（平成27年11月16日開催） 

  内 容：１．羽曳野市 男女共同参画に関する市民意識調査について 

        調査報告書（案）について 

      ２．羽曳野市男女共同参画推進プラン －第２期 はびきのピーチプラン－ 

        平成26年度推進状況調査について（報告） 

      ３．その他 

       (1)「女性に対する暴力をなくす運動」期間について 

       (2)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）

について 

         ・法律の概要について 

         ・「女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針」について 

 

 ○第３回本部会議（平成28年２月２日開催）及び幹事会議（平成28年２月１日開催） 

  内 容：１．羽曳野市 男女共同参画に関する市民意識調査について 

        調査報告書（最終案）について 

      ２．人権推進課男女共同参画事業について 

        平成28年度予定事業について 

      ３．その他 

       (1)他市町村の苦情について 

         アイドルグループ「ももいろクローバーZ」が福岡県太宰府市の大宰府

政庁跡において男性客限定で催したコンサートに関する市民等からの

苦情について 

       (2)配偶者等暴力（ＤＶ）被害者の情報漏えいについて 

 



２．羽曳野市男女共同参画推進審議会（３回開催） 

 ○第１回：平成27年７月22日開催 

  内 容：１．「羽曳野市男女共同参画推進プラン －第３期 はびきのピーチプラン－」

の策定について（諮問） 

      ２．「羽曳野市男女共同参画推進プラン －第３期 はびきのピーチプラン－」

の策定について 

      ３．「羽曳野市男女共同参画推進プラン －第２期 はびきのピーチプラン－」

の取組状況について 

      ４．人権推進課男女共同参画事業について 

 

 ○第２回：平成27年11月25日開催 

  内 容：１．羽曳野市 男女共同参画に関する市民意識調査について 

        調査報告書（案）について 

      ２．羽曳野市男女共同参画推進プラン －第２期 はびきのピーチプラン－ 

        平成26年度推進状況調査について 

      ３．その他 

       (1)「女性に対する暴力をなくす運動」期間について 

       (2)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）

について 

         ・法律の概要について 

         ・「女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針」について 

 

 ○第３回：平成28年２月22日開催 

  内 容：１．羽曳野市 男女共同参画に関する市民意識調査について 

        調査報告書（最終案）について 

      ２．羽曳野市における男女共同参画推進に向けての提言内容について 

      ３．その他 

 

 

３．羽曳野市男女共同参画推進プラン－第２期 はびきのピーチプラン－ 

  平成26年度推進状況調査（６月12日照会、６月30日回答期限） 

   ・実施事業：147事業（延べ数：前年度から９事業増加） 

 

 

４．男女共同参画に関する市民意識調査 

   羽曳野市男女共同参画推進プラン（第３期）の策定の基礎資料として、調査を実施 

  調査対象：羽曳野市在住の満18歳以上の男女2,000人を住民基本台帳から無作為抽出 

  調査期間：平成27年9月1日～平成27年9月24日 

  調査方法：調査票による本人記入方式、郵送配布・郵送回収による郵送調査方法 

  回収状況：回収数（805件）、有効回答数（799件）、有効回答率（40.0％） 

 



５．きらりはびきの ～男女共同参画フォーラム＆人権を考える市民の集い～ 

開催日時 平成27年５月９日（土）13時30分～16時15分 

開催場所 
羽曳野市生活文化情報センター（LICはびきの） 

ホールM及びアトリウム 

テーマ 「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」 

講演内容 

講演及びパネルディスカッション、男女共同参画に関するパ

ネル展示及び学習資料等の提供 

【講演】 

 講師：金銅真代さん（株式会社河内ワイン取締役専務） 

 講演タイトル：「覚悟を決める」 

 ※友情出演：津軽三味線奏者 大野敬正さん 

【パネルディスカッション】 

 ﾊﾟﾈﾘｽﾄ：金銅真代さん（株式会社河内ワイン取締役専務） 

     朝井まかてさん（小説家） 

     北川 嗣雄市長 

 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：原田 年晴氏（ラジオ大阪アナウンサー） 

 ﾃｰﾏ：「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

    ～活躍する女性に聴く、バランスの方法～」 

    

 

【パネル展示】 

 展示物：イラストで伝える男女共同参画「パネル なるほ

どジェンダー」 

公益財団法人日本女性学習財団より借用 

 

参加人数 250人 
 

６．男女共生セミナー 

 【男性対象講座】 

   男性の育児への参画及びワーク・ライフ・バランスの見直しを図るとともに、家族の

コミュニケーションを図り、家族の絆を深めることを目的に実施 

  ・「パパといっしょにベビーマッサージ」 

   平成27年６月14日（日）：７組参加（定員10組） 

  ・夏休み特別企画「笑う家事には福来る♪父と子の楽家事ワークショップ」 

   平成27年８月９日（日）：開催中止 ※参加希望人数少数のため（定員12組） 

 

 【女性対象講座】 

   女性が自分自身の健康について管理、決定ができる（リプロダクティブヘルス／ライ

ツが享受できる）よう、女性の身体について理解を深める講座を実施することで、女性

の生涯にわたる身体と心の健康の保持・増進に資することを目的に実施 

  ・「こころとからだのセルフケア～女性のためのからだほぐし～」 

   平成27年９月27日（日）：11人参加（定員20人） 

  ・「こころとからだのセルフケア～アロマオイルでハンドマッサージ～」 

   平成28年２月25日（木）：14人参加（定員20人） 

  ・「絵本でセルフカウンセリング～自分を見つける絵本の世界～」 

   平成27年11月15日（日）：10人参加（定員10人） 



 【おおむね50歳以上を対象とする講座】 

   高齢化が進む現代社会で、地域での居場所づくりや家庭生活などを考えるとともに、

「男（女）らしく」、「男（女）だから」という考え方を見直し、自分らしく、心豊かに

生きる方法を学ぶ機会を設けることで、男女共同参画社会の実現に寄与することを目的

に実施 

  ・「今から始める老い支度～後半人生を楽しく、生きがいをもって生きるために～」 

   第１回 平成28年３月５日（土）：21人参加（定員30人） 

   第２回 平成28年３月19日（土）：19人参加（定員30人） 

 

７．啓発事業 

 ○男女共同参画啓発冊子「きらりHABIKINO」作成 

  ・Vol.23 「配偶者やパートナーからの暴力」（2000部） 

 ○男女共同参画啓発物品作成 

  ・クリアファイル（2000部） 

   「名入れ：自分らしく、すべての人が輝く男女共同参画社会の実現をめざしましょう」 

 ○男女共同参画週間（６月23日～29日） 

  ・市広報６月号・本庁舎東側前電光掲示板・公開羅針盤掲示板への掲載、懸垂幕・庁舎

内及び公共施設でのポスター（国・市）掲示 

 ○「女性に対する暴力をなくす運動」期間（11月12日～25日） 

※11月25日は、女性に対する暴力撤廃国際日 

  ・市広報11月号・本庁舎東側前電光掲示板・公開羅針盤掲示板への掲載、庁舎内及び

公共施設でのポスター（国）掲示 

 ○羽曳野市男女共同参画推進本部本部員、幹事並びに男女共同参画推進員への情報提供 

  ・月刊総合情報誌「共同参画」（内閣府 発行・編集） 

 

８．女性相談業務（面接・電話） 

相談日 第１、第４水曜日 13時30分～16時30分（一人60分：予約制） 

相談員 
第１水曜日：女性専門相談員対応、第４水曜日：職員対応 

※相談日以外は、職員対応 

相談件数 面接 82件（一時保護０件）、電話 ６件  合計：88件 

 

９．意見等の申し出の処理状況等 

※羽曳野市男女共同参画推進条例第15条「意見等の対応」 

   

 受付件数 
前年度からの

繰越件数 

意見等処理が終了した件数 

処理対象 処理対象外 

27年度 ０ ― ０ ０ 

 


